
議 

第 

九 

号 

  
 

 
仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

  

標
記
の
議
案
を
別
紙
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
百
九
条
の
二
及
び
仙
台
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日 

 

提 

出 
者 

 

議
会
運
営
委
員
会 
委
員
長 

 
 

 

庄 

司 
 

俊 

充 

 

  

仙 

台 

市 

議 

会 

議 

長 

野 

田 
 

譲 
 

様 



 
 

仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
（
仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
仙
台
市
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
一
号
１
中
「
企
画
調
整
局
」
を
「
震
災
復
興
本
部
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
総
務
局
」
を
「
総

務
企
画
局
」
に
改
め
る
。 

 

（
仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

仙
台
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
中
「
平
成
二
十
三
年
五
月
二
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共

団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
）

第
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。 

理 

由 

仙
台
市
事
務
分
掌
条
例
の
改
正
に
あ
わ
せ
、
常
任
委
員
会
の
所
管
を
改
め
る
た
め
、
ま
た
、
平
成
二
十
三
年

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
い
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
の
期
日
及
び
任
期
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、
現

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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